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総 論 
 

 



１ 

第１章 計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

（１）これまでの本市の取り組み 

 本市では、平成１８年に障害者基本法に基づく障害福祉分野の新たな市町村障害者

計画として「北九州市障害者支援計画（平成１８年度～２２年度）」を策定しました。 

また、平成１９年１１月に、「障害者自立支援法」の施行による福祉サービス体系の

再編を踏まえ、障害福祉サービスに関する事項について定めた「北九州市障害福祉計

画（第１期）」を含む「北九州市障害者支援計画実施計画」（以下、「実施計画」という。）

を策定しました。 

さらに、平成２１年３月に「北九州市障害福祉計画（第２期）」を策定するとともに、

実施計画の見直しを行い、「北九州市障害者支援計画実施計画（拡充版）」を策定しま

した。 

 

 その後、国の障害福祉制度の抜本的な見直し状況等を勘案し、平成２３年度まで延

長した「北九州市障害者支援計画（平成１８年度～２２年度）」の期間が、平成２４年

３月に満了することに伴い、「障害者基本法」に基づく「北九州市障害者計画」及び「障

害者自立支援法」に基づく「北九州市障害福祉計画（第３期）」を包含する新たな「北

九州市障害者支援計画（平成２４年度～２９年度）」を策定しました。 

さらに、「障害者総合支援法」をはじめとする障害福祉に関係する各種法律の整備

にあわせ、「北九州市障害者支援計画拡充版」を策定するとともに、「北九州市障害福

祉計画（第４期）」を策定することにより、障害福祉施策を総合的かつ計画的に推進し

てきました。 
 

今回、現行の支援計画が平成２９年度で終了することから、平成３０年度を初年度

とする新たな「北九州市障害者支援計画」を策定するものです。 
 

 

【 北九州市の障害福祉関係計画 】 

Ｈ１８～Ｈ２２  ２３ Ｈ２４～Ｈ２９ Ｈ３０～Ｈ３４   

障害者支援計画 

（障害者計画） 

延長 
障害者支援計画 障害者支援計画 

  

  
 

 実施計画  障害者計画 
障害者計画 

 

  拡充版   拡充版 
 

 
Ｈ１９～２０ Ｈ２１～２３ Ｈ２４～２６ Ｈ２７～２９ Ｈ３０～３２  

 

第１期 
障害福祉計画 

第２期 
障害福祉計画 

第３期 
障害福祉計画 

第４期 
障害福祉計画 

第５期 
障害福祉計画 

 

  

第１期 
障害児福祉計画 
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（２）国の動き 

 国では、平成１８年度の障害者自立支援法の施行を端緒に、障害福祉向上のための

様々な制度改正や環境整備が行われてきました。 

特に「障害者権利条約」の批准に向けて、平成２３年には障害者基本法が改正され、

障害のある人が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害（難

病に起因する障害を含む。）のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と

相対することによって生ずるものとするいわゆる「社会モデル」に基づく障害者の概

念や、「障害者権利条約」にいう「合理的配慮」の概念が新たに取り入れられました。 

 

その後、平成２５年４月には「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に改正

され、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害のある

人の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための新たな障害福祉施策が講じられ

ました。 

さらに、「障害者基本法」第４条に規定された「差別の禁止」の基本原則を具体化

し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」

が同年６月に制定されるなど、制度的な整備から、障害のある人の範囲の見直しなど

意識面・行動面の改革まで、国全体を挙げた大きな変革がなされました。 

これらの法制度の整備等を踏まえ、平成２６年１月には「障害者権利条約」が批准

され、同年２月に発効しました。 

 その後、平成２６年４月に、精神障害のある人の地域生活への移行を促進するため、

「精神保健福祉法」が一部改正されるとともに、同年５月には、難病対策の基本とな

る「難病法」が成立し、平成２７年１月から施行されました。 

 

 また、平成２８年５月に障害者総合支援法の附則で規定された施行後３年を目途と

する見直しとして、「障害のある人の望む地域生活への支援」、「障害のある子ども

に対する支援のニーズのきめ細かな対応」、「サービスの質の確保・向上に向けた環

境整備」を主な柱とした「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正が行われま

した。 

 続いて、発達障害のある人の支援の一層の充実を図るため、平成１７年に施行され

た「発達障害者支援法」が平成２８年５月に改正されるなど、時代の変化に即した新

たな取り組みが進められています。 
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【 障害者自立支援法施行以降、障害者権利条約批准までの国の動き 】 

 

 

 

 

     【国内法の整備など】 

 

 

 

 

   ●「障害者自立支援法」の一部改正（平成２２年１２月） 

       ・障害者の範囲の見直し（発達障害者が障害者自立支援法の対象に） 

       ・利用者負担、支給決定プログラムの見直し 

 ・グループホームの利用助成 など 

   ●「障害者虐待防止法」の制定（平成２３年６月成立、平成２４年１０月施行） 

       ・障害者虐待を発見した場合の通報の義務化 

       ・市町村虐待防止センターの設置、立ち入り調査権などの規定 など 

   ●「障害者基本法」の一部改正（平成２３年７月成立、８月施行※一部を除く） 

       ・目的規定や障害者の定義の見直し 

       ・社会的な障壁を取り除くための配慮を行政などに求める など 

 

 

 

 

 

   ●「障害者優先調達推進法」の制定（平成２４年６月成立、平成２５年４月施行） 

       ・障害者就労施設等の受注機会の拡大措置を行政などに努力義務化 など 

   ●「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」に改正 

（平成２４年６月成立、平成２５年４月施行※） 

       ・障害者基本法の一部改正の理念を踏まえた目的規定の改正   

       ・障害者の範囲の見直し（難病が障害者の範囲に加えられる） など 

 

 

 

 

   ●「障害者差別解消法」の制定（平成２５年６月成立、平成２８年４月施行※） 

       ・障害者の差別解消に向けた差別的な取扱いの禁止 

・合理的配慮の不提供の禁止  など 
 

  

「障害者自立支援法」施行（平成１８年４月） 

 ○ 身体・知的・精神の３障害のサービスを一元化 

 ○ 応益負担 

 ○ 支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）の導入 

 

 

「障がい者制度改革推進本部」の設置（平成２１年１２月） 

 ○ 障害者権利条例の締結に必要な国内法の整備等、障害者制度の集中的

な改革のため設置。 

 ○ 当面５年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置づけ 

 

法の目的 共生社会の実現   

地域における共生等  差別の禁止 

 ○ 社会参加の機会の確保   ○ 障害を理由とする差別の禁止 

○ 生活の場の選択の機会の確保  ○ 合理的配慮に基づく社会的障壁の除去 

○ 意思疎通手段及び情報取得   ○ 差別禁止のための情報収集、整理 

手段の選択の機会の確保       及び提供 

 

法の主旨 共生の実現に向けた新たな障害保健福祉施策を講ずる 

理    念 日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参

加の機会の確保及び地域における共生、社会的障壁の除去に資

するよう、総合的かつ計画的に行われること 

「障害者権利条約」批准へ 

 ○ 障害者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障の

権利などを保障。障害に基づく差別の禁止 など 
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【 障害福祉施策に関する法律等（障害者権利条約批准後） 】 

年度 国の取り組み 

平成 26 年

（2014） 

２月 「障害者権利条約」発効 

4 月 「精神保健福祉法」の一部改正（一部 28 年４月施行） 

5 月 「難病法」が成立 

平成 27 年

（2015） 
1 月 「難病法」の施行 

平成 28 年

（2016） 

4 月 

「障害者差別解消法」の施行 

「障害者雇用促進法」の一部改正 

（障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務） 

5 月 

「成年後見制度利用促進法」の施行 

「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の一部改正 

「発達障害者支援法」の一部改正 

平成 29 年

（201７） 
3 月 「成年後見制度利用促進基本計画」閣議決定 
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２ 計画の位置づけ 

（１）３つの法定計画を包含した計画 

 「北九州市障害者支援計画」は、「北九州市障害者計画」及び「第５期北九州市障

害福祉計画」、「第１期北九州市障害児福祉計画」を包含した計画として策定するも

のです。 

① 「北九州市障害者計画」 

「障害者基本法（第１１条第３項）」の規定に基づき、障害のある人の自立及

び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定

する「市町村障害者計画」。 

② 「第５期北九州市障害福祉計画」及び「第１期北九州市障害児福祉計画」 

「障害者総合支援法（第８８条）」及び「児童福祉法（第３３条の２０）」の

規定に基づき、障害のある人の地域生活を支援するための障害福祉サービス等に

関する事項を盛り込んだ「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」。 

 これらの計画は相互に密接な関係があり、また、障害福祉施策を総合的に推進して

いく必要があることから、本市では、この３つの計画を包含するものとして「北九州

市障害者支援計画」を策定します。 

 

【 障害者支援計画と３つの法定計画 】 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 北 九 州 市 障 害 者 支 援 計 画  

○ 「北九州市障害者計画」及び「北九州市障害福祉計画」、「北

九州市障害児福祉計画」を包含 

 

 

 

 

 北九州市障害福祉計画  

○ 第５期 平成３０年度～３２年度 

○ 障害者総合支援法に基づく障害福

祉サービス、相談支援、地域生活支

援事業の提供体制等を規定 

 北九州市障害児福祉計画  

○ 第１期 平成３０年度～３２年度

児童福祉法に基づく障害児支援の

提供体制の整備等を規定 

 

 北九州市障害者計画  

○ 計画期間：平成３０年度～平成３４年度 

○ 障害者基本法に基づく本市の将来の障害福祉施策を総合的

に推進するための基本計画と位置づけ、障害福祉全般（福祉

サービス、保健・医療、教育、就労、安全安心等）について

幅広い分野の事項を規定 

連携 



６ 

（２）北九州市基本計画の分野別計画 

 「北九州市障害者支援計画」は、誰もが元気で安心して地域で生活できるまちづく

りを目指した、本市の基本構想・基本計画である「『元気発進！北九州』プラン（平

成２０年度～３２年度）に基づく分野別の計画として位置づけられるものです。 

 よって、本計画の推進にあたっては、「『元気発進！北九州』プラン」の各分野別

計画である「北九州市の地域福祉（地域福祉計画）」や「北九州市健康づくり推進プ

ラン」、「北九州市高齢者支援計画」などの計画や、「元気発進！子どもプラン」や

「北九州市特別支援教育推進プラン」などの関連する計画と相互に連携を図りながら、

取り組みを推進します。 

 また、本計画の推進にあたっては、北九州市行財政改革大綱に基づき、「選択と集

中」を行いながら、事業内容の精査、見直しを行っていきます。 

 

【 北九州市障害者支援計画の位置づけ（条例・各種計画との関係） 】 
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（３）前計画における取り組みの成果と課題を踏まえた計画 

 これまで取り組んできた「北九州市障害者支援計画」（平成２４年度～２９年度）

の理念を引き継ぎ、その成果や課題などを踏まえ、北九州市らしい新たな計画を策定

しました。 

 なお、取り組みの成果や課題は、「北九州市障害者計画」の分野ごとに整理します。 

 

 

 

（４）実態調査の結果や幅広い意見、提案の反映 

 今回の計画の策定にあたっては、障害福祉・保健・医療関係者や学識経験者、障害

のある当事者や家族などから構成される「北九州市障害者支援計画のあり方懇話会」

で出された意見や、障害者団体等からの意見や提案等を可能な限り反映しました。 

また、平成２８年度に行った「北九州市障害児・者実態調査」等の結果や、障害の

ある人に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議する

「北九州市障害者施策推進協議会」での意見等を踏まえて策定しました。 
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３ 計画の概要 

（１）計画の期間 

 北九州市障害者支援計画の期間は、平成３０年度（2018年度）から３４年度（2022

年度）までの５年間とします。 

 

 この計画に含まれる「北九州市障害者計画」は、平成３０年度（2018年度）から

３４年度（2022年度）までの５年間を計画期間とします。 

また、平成１８年度の策定から５期目の計画である「第５期北九州市障害福祉計画」

と、今回新たに策定する「第１期北九州市障害児福祉計画」は、国の基本指針に基づ

き平成３０年度から平成３２年度の３年間を計画期間とします。 

 

 本計画に基づき施策を推進していくにあたっては、社会経済状況の変化や関係法令

等の改正、社会保障制度改革などの動向にも対応する必要があるため、計画期間中で

あっても、必要に応じて見直しを行うこととします。 

  

 

（２）計画の対象 

 本計画の対象は、「身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病に起因する障

害その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある人であって、障害及

び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある

人」とします。 

社会的障壁とは、「障害者基本法」において「障害がある者にとって日常生活又は

社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一

切のものをいう。」と定義されています。 

 

 


